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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年４月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月２７日 ０５時２３分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重式
み え し き

見
み

港 

 三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位２３９°１,４４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４８.４′ 東経１２９°４４.６′） 

事故の概要  漁船２０３俊
とし

丸は、北東進中、また、プレジャーボートMinmin
ミ ン ミ ン

は、

南西進中、両船が衝突した。 

 Minmin は、船長及び同乗者４人が負傷し、左舷船首部外板に圧壊

等を生じ、また、２０３俊丸は、左舷船首部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 ２０３俊丸、１７トン 

   ＮＳ２－１０７２２（漁船登録番号）、有限会社柏木水産（Ａ

社） 

   １９.７７ｍ（Lr）×４.２９ｍ×１.９４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成１５年４月１９日 

   第２９２－４６５１４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート Minmin、５.２トン 

   ＮＳ２－１０８１５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.０８ｍ（Lr）×３.０４ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１.００kＷ、平成１７年７月 

   第２９４－２３２６３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年２月２４日 

    免許証交付日 平成３０年１１月２７日 

           （令和６年２月２３日まで有効） 

  甲板員Ａ ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年４月２６日 

    免許証交付日 平成２９年１０月１７日 
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           （令和４年１１月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２４年６月４日 

    免許証交付日 令和２年１２月１４日 

           （令和７年１２月１３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ５人（船長Ｂ及び同乗者４人） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂及び破口 

Ｂ 左舷船首部外板に圧壊、左舷船首部のハンドレールに曲損、船首

部甲板のサーチライトに破損、主機クラッチの焼付き等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

日出時刻：０６時１２分ごろ 

常用薄明開始時刻：０５時４８分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、法定灯火を表示し、‘レ

ーダー映像を重畳表示させたＧＰＳプロッター’（以下「本件プロッ

ター」という。）を起動し、令和３年９月２７日０４時５０分ごろ三

重式見港に向けて長崎市大蟇
おおひき

島南方沖の漁場を出発した。 

 Ａ船では、出港から漁場までの往路を船長Ａが、漁場から帰港時の

復路を甲板員Ａがそれぞれ操船するようにしており、本事故当時、船

長Ａが操舵室後部の寝台で休憩し、甲板員Ａが操舵室前部右舷側の椅

子に腰を掛けて操船に当たっていた。 

 甲板員Ａは、約１７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で手動操舵により、ノースアップ表示で２海里（Ｍ）レンジとした本

件プロッターで針路を確認しながら、三重式見港西口の三重埼西南西

方にある能
の

瀬
せ

灯標の南方沖に向けてＡ船を東進させた。 

 甲板員Ａは、能瀬灯標に接近するにつれ、本件プロッターのレンジ

を１.５Ｍ、１Ｍ、０.７５Ｍと徐々に拡大し、同灯標南方沖を通過し

て０.５Ｍレンジに切り換えた後、０５時２１分ごろ三重埼南方沖で

‘三重埼東側にある２基の防波堤’（以下「沖防波堤」という。）の間

（可航幅約６０ｍ、以下「本件切り通し」という。）に向けて左に変

針した。 

 甲板員Ａは、三重埼南東方沖で本件切り通しまで約０.２５Ｍとな

った頃、本件プロッターを０.２５Ｍレンジに切り換えるとともに、

操舵室上方にあるサーチライトを点灯して沖防波堤を照射しながら、

Ａ船を北東進させた。（写真１、写真２ 参照） 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件プロッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船 

 

 甲板員Ａは、本件切り通しの両側から沖防波堤の消波ブロックがせ

り出して可航幅が狭いと感じていたので、本件プロッターを０.１２

５Ｍレンジに切り換えて船首輝線を本件切り通しの中央に向くように

針路を定め、サーチライトで本件切り通し両側の沖防波堤を交互に照

射しながら航行を続けた。 

 甲板員Ａは、本件切り通しの中央付近に差し掛かったところで、本

件切り通しをそろそろ通過する頃と思い、サーチライトを消灯したと

ころ、正船首方の左舷側至近にＢ船のマスト灯を視認し、急いで右舵

を取ったものの、０５時２３分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船

首部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝撃で本事故の発生に気付き、甲板員Ａと操船を交替

し、Ｂ船がそのまま進行して本件切り通しを通過して行ったので、旋

回してＢ船に接近したところ、船長ＢからＢ船を後方に引くよう要請

され、Ｂ船を広い海域まで引き出して、負傷者及び損傷状況等を確認

した後、Ａ船でＢ船を横抱きにして三重式見港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人である同乗者４人を乗せ、

三重式見港で給油した後、法定灯火を表示し、０５時１０分ごろ長崎

県西海
さいかい

市江ノ島付近の釣り場に向けて同港の岸壁を離岸した。 

衝突場所 

三重埼 

本事故時の航跡 

沖防波堤は、本件プ
ロッターの地図デー
タに入っていない。 

サーチライト 
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 船長Ｂは、三重式見港西口の本件切り通しを航行して出港すること

とし、ＧＰＳプロッターを表示させ、同プロッターの過去の航跡を辿
たど

るように、０５時１８分ごろ本件切り通しの北北東方８００ｍ付近で

左に変針し、約５kn の速力で本件切り通しに向けてＢ船を南西進さ

せた。（写真３、写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船のＧＰＳプロッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

 

 船長Ｂは、本件切り通し手前の左右両側に、生けすや養殖いかだ
．．．

が

設置されているので、それらの施設に乗り入れないようＧＰＳプロッ

ターで船位及び針路を確認しながら、本件切り通しの北北東方１５０

ｍ付近を南西進中、本件切り通しの向こう側にＡ船の白い光を視認し

たが、強烈な明るさであり、まぶしさで幻惑されてＡ船の動静が分か

らなかった。 

 船長Ｂは、Ａ船にＢ船の存在を知らせる目的で左舷船首部にあるサ

ーチライトをＡ船に向けて点灯した後、防波堤の入口付近では出船優

先であるので、Ａ船がＢ船に気付いて本件切り通しの外側で停止して

衝突場所 

水色：過去
の航跡 

朱色：本事故
時の航跡 

沖防波堤 

沖防波堤 
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くれると思って航行を続け、本件切り通しの中央付近に差し掛かった

ところ、船首方至近にＡ船の船体を視認し、直ちに機関を後進とした

ものの、両船が衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃により計器類に頭や肩を打ち、操舵室後部及

び後部甲板にいた同乗者４人が船体に身体を打つなどしたものの、重

傷者がいないことを確認した後、衝突時に停止した機関を起動したと

ころ、クラッチレバーが中立の位置で前進し、後進の位置で機関が停

止するので、自力航行を断念し、接近してきたＡ船の乗組員にＢ船を

えい
．．

航するように要請し、海上保安部に本事故の発生を通報した。 

 船長Ｂ及び同乗者４人は、本事故当日及び翌日に病院で受診し、そ

れぞれ右肩関節捻挫、頸
けい

椎捻挫、腰椎捻挫等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  三重式見港は、港則法適用港で、南西側の港界が三重埼と神楽
か ぐ ら

島西

端を結ぶ線であり、三重式見港西口の三重埼東側の港内側には、２基

の防波堤からなる沖防波堤が築造され、本件切り通しは三重式見港と

同港西側海域とを出入りする小型船の通路となっていた。 

 港則法（昭和２３年法律第１７４号）第１５条及び第１６条には、

次のとおり規定されている。 

  第１５条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出

会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船

の進路を避けなければならない。 

  第１６条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶

に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 

 船長Ａ及び甲板員Ａは、三重式見港西側にある船溜
だ

まりを三重漁港

（以下「本件漁港」という。）と、また、三重式見港東側の中央ふ頭

両側にある船溜まりを新漁港と呼称しており、それぞれの船溜まりが

各漁港の港域であると思っていたので、それらの船溜まりに出入りす

る際に、船長Ａが出入港操船を行っていた。 

 船員法（昭和２２年法律第１００号）第１０条には、船長の職務及

び権限について次のとおり規定されている。 

  第１０条（甲板上の指揮） 

 船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するとき

その他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮し

なければならない。 

 沖防波堤は、最低水面上の高さが約６.９ｍであり、沖防波堤越し

に小型船を目視することは困難な状況であった。（写真５ 参照） 
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写真５ 沖防波堤付近の状況（三重式見港の港内側から撮影） 

 

 甲板員Ａは、以前、本件切り通し付近で漁船の乗揚事故があったこ

とを聞いていたので、本事故当時、サーチライトでの沖防波堤の照射

及び本件プロッターでの針路等の確認を行いながら、本件切り通しの

中央を航行することに意識を集中していた。 

 甲板員Ａは、サーチライトで沖防波堤を照射していたものの、照射

した範囲以外が見えにくい状態となっていたので、Ｂ船の灯火に気付

かなかったのではないかと本事故後に思った。 

 甲板員Ａは、約１７kn の速力で本件切り通しに向けて航行してい

たが、本件切り通し付近で時々他船と行き会うことがあったので、減

速して航行していれば、周囲を確認する余裕ができて、Ｂ船を早めに

視認することができたのではないかと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、Ｂ船に汽笛を備えていたが、本事故時、サーチライトを

Ａ船に向けて点灯したので、Ａ船がＢ船に気付いてくれると思い、汽

笛を吹鳴しなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三重式見港の本件切り通し付近を北東進中、サーチライト

で照射した範囲以外が見えにくい中、甲板員Ａが、サーチライトでの

沖防波堤の照射及び本件プロッターでの針路等の確認を行いながら、

本件切り通しの中央を航行することに意識を集中し、約１７kn の速

力のまま本件切り通しに向けて航行を続けたことから、前方から接近

するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、港則法の適用港である三重式見港の港域を知らず、同港

西側の船溜まりが本件漁港の港域であると思っていたことから、本件

切り通し付近では入港操船を行っておらず、本件漁港の手前から入港

操船を行うつもりであったものと考えられる。 

沖防波堤 

本件切り通し 

三重埼 
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 Ｂ船は、三重式見港の本件切り通し付近を南西進中、船長Ｂが、Ａ

船のサーチライトのまぶしさでＡ船の動静が分からなかったものの、

Ａ船がＢ船に気付いて本件切り通しの外側で停止してくれると思い、

本件切り通しに向けて航行を続けたことから、前方からＡ船が接近し

ていることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、防波堤の入口付近では出船優先であり、Ｂ船の存在を知

らせる目的でサーチライトを点灯したことから、Ａ船がＢ船に気付い

て本件切り通しの外側でＡ船が停止してくれると思ったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、三重式見港の本件切り通し付近において、Ａ船が

北東進中、Ｂ船が南西進中、甲板員Ａが、本件切り通しの中央を航行

することに意識を集中し、約１７kn の速力のまま本件切り通しに向

けて航行を続けたため、前方から接近するＢ船に気付かず、また、船

長Ｂが、Ａ船のサーチライトのまぶしさでＡ船の動静が分からなかっ

たものの、Ａ船がＢ船に気付いて本件切り通しの外側で停止してくれ

ると思い、本件切り通しに向けて航行を続けたため、前方からＡ船が

接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、港内及び港の境界付近においては、他の船舶に危険を

及ぼさないよう減速した上、見張りに集中して防波堤の入口付近

で他船と出会うおそれの有無を判断し、他船と出会うおそれがあ

るときは、防波堤の外で出航する他船の進路を避けること。 

 ・操船者は、夜間、航行中にサーチライトで照射する場合、サーチ

ライトの照射範囲以外が見えにくいことに留意するとともに、他

船を幻惑させないように注意すること。 

 ・船長は、出入港する港の港域を確認し、出入港する際には、自ら

操船するか、又は操船の指揮をとること。 

 ・出航船の船長は、防波堤の入口付近において、入航船の動静が分

からない場合、入航船が停止してくれると思わず、汽笛を使用し

て注意喚起を行うなど、必要に応じて衝突を避けるための措置を

採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

長崎市 

長崎港 

三重式見港 

神楽島 

三重埼 

三重式見港三重 
南防波堤西灯台 

沖防波堤 

事故発生場所 
（令和３年９月２７日 
０５時２３分ごろ発生） 

衝突状況（概略） 

Ａ船 

Ｂ船 

沖防波堤 

港界 

本件漁港 

新漁港 

三重式見港 

０５時２１分ごろ 

０５時１８分ごろ 

Ａ船 

Ｂ船 

大蟇島 

Ｂ船が離岸 
した岸壁 

本件切り通し 

能瀬灯標 


